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奈良市報告第６０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 1－ － 1－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 2－ － 3－



市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について　　　　　　　　

　本市は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所に

訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項の規定によ

り徴収する金銭を支払え。

　⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

－ 2－ － 3－



別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

1 家賃滞納

－ 4－ － 5－



奈良市報告第６１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 4－ － 5－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年９月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月８日午後２時４８分頃、奈良市右京二丁目地内において発生した、本市

の救急自動車が相手方の普通自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害

賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　７３９，８００円

－ 6－ － 7－



奈良市報告第６２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 6－ － 7－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年８月１１日午後２時３０分頃、奈良市都祁白石町地内において、市道上のマ

ンホールにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１４８，２６２円

－ 8－ － 9－



奈良市報告第６３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 8－ － 9－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年４月８日午前１１時頃、奈良市法蓮佐保山四丁目地内において、市道を歩い

ていた相手方が穴ぼこにより転倒し、負傷した事故について、和解により次のとおり損害

賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９，７２０円

－ 10 － － 11 －



奈良市報告第６４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 10 － － 11 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年５月２７日午前１０時頃、奈良市学園大和町五丁目地内において発生した、

市道の穴ぼこにより、走行していた相手方の自転車のタイヤ等が損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　５８，５７９円

－ 12 － － 13 －



奈良市報告第６５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 12 － － 13 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年６月４日午前１１時頃、奈良市学園北一丁目地内において、市道を歩いてい

た相手方が穴ぼこにより転倒し、負傷した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２３，７１０円

－ 14 － － 15 －



奈良市報告第６６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 14 － － 15 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年６月２８日午後９時頃、奈良市学園新田町地内において、市道を歩いていた

相手方が穴ぼこにより転倒し、衣服が破損した事故について、和解により次のとおり損害

賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３０，０６０円

－ 16 － － 17 －



奈良市報告第６７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 16 － － 17 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月６日午前２時３０分頃、奈良市朱雀一丁目地内において発生した、冠水

した市道を通過した際の水圧により、相手方の普通自動車のアンダーカバー等が損傷した

事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４４，５２８円

－ 18 － － 19 －



奈良市報告第６８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 18 － － 19 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月２０日午前１０時頃、奈良市あやめ池南六丁目地内において発生した、

市道上の側溝の溝蓋の跳ね上がりにより、走行していた相手方の普通自動車のエンジンカ

バー等が損傷した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとす

る。

１　損害賠償の額　　６６，０８７円

－ 20 － － 21 －



奈良市報告第６９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 20 － － 21 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月２３日午後０時頃、奈良市法蓮町地内において発生した、市道の穴ぼこ

により、走行していた相手方の普通自動車のタイヤが損傷した事故について、和解により

次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２３，７６０円

－ 22 － － 23 －



奈良市報告第７０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 22 － － 23 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月２４日午前８時４０分頃、奈良市法華寺町地内において発生した、市道

の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤが損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１１，０１６円

－ 24 － － 25 －



奈良市報告第７１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 24 － － 25 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年５月１日午後１時７分頃、奈良市南椿尾町地内において発生した、本市の公

用車が道路の防護柵に衝突した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　　１７３，８８０円

－ 26 － － 27 －



奈良市報告第７２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 26 － － 27 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年５月２８日午後２時頃、奈良市都祁吐山町地内において発生した、市道の陥

没により、走行していた相手方のトラックの後輪及び車体等が損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　８９８，９８０円

－ 28 － － 29 －



奈良市報告第７３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 28 － － 29 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月１８日午前８時１５分頃、奈良市百楽園五丁目地内において発生した、

本市の公用車が相手方の普通自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害

賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９４，０４６円

－ 30 － － 31 －



奈良市報告第７４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 30 － － 31 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年７月２７日午前８時５０分頃、奈良市中辻町地内において発生した、本市の

公用車がマンションのごみ集積場の外壁に接触した事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　８４，２４０円

－ 32 － － 33 －



奈良市報告第７５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 32 － － 33 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年８月７日午後２時４０分頃、奈良市角振町地内において発生した、本市の公

用車が駐車場通路の天井に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を

決定するものとする。

１　損害賠償の額　　７１，２８０円

－ 34 － － 35 －



奈良市報告第７６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 34 － － 35 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年８月２４日午後７時３０分頃、奈良市中山町西四丁目地内において、相手方

が市道を自動二輪車で走行していたところ、穴ぼこにより転倒し、車体等を損傷した事故

について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１４５，８００円

－ 36 － － 37 －



奈良市報告第７７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 36 － － 37 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年８月２２日午前８時１８分頃、奈良市平松四丁目地内において発生した、本

市の公用車が民家の外構フェンスに接触した事故について、和解により次のとおり損害賠

償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９７，２００円

－ 38 － － 39 －



奈良市報告第７８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 38 － － 39 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年９月５日午前８時頃、奈良市尼辻中町地内において発生した、本市の救急自

動車が相手方の普通自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額

を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１５３，３６０円

－ 40 － － 41 －



奈良市報告第７９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 40 － － 41 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年１０月４日午前９時頃、奈良市奈保町地内において、相手方が市道を軽自動

車で走行していたところ、溝蓋の跳ね上がりにより、左側後部ドア等が損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１４６，０００円

－ 42 － － 43 －



奈良市報告第８０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 42 － － 43 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１０月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年１０月４日午後６時３０分頃、奈良市月ヶ瀬石打地内において発生した、市

道の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１６７，２４８円

－ 44 － － 45 －



奈良市報告第８１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 44 － － 45 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年１１月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年９月２３日午前８時５０分頃、奈良市月ヶ瀬石打地内において発生した、市

道の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故につい

て、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１２５，３８８円

－ 46 － － 47 －



奈良市議案第１０３号

市長専決処分の報告及び承認を
求めることについて　　　　　

　地方自治法第１７９条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　訴えの提起について

－ 46 － － 47 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　平成３０年１０月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　訴えの提起について

－ 48 － － 49 －



訴�え�の�提�起�に�つ�い�て

　本市は、奈良地方裁判所　平成２８年（ワ）第４３４号　土地使用料確認請求事件の判

決について、次のとおり訴えを提起する。

１　被控訴人となるべき者の住所及び氏名

　　大阪府豊中市服部元町１丁目３番１５号

　　　株式会社三興代表取締役　加藤　博得

２　控訴の要旨

　⑴　原判決を取り消す。

　⑵　�控訴人が被控訴人に対して賃貸している針テラスの土地使用料は、平成２８年４月

１日以降月額７５０万円であることを確認する。

　⑶　訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

　　との判決を求める。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　第二審判決の結果、必要がある場合は上告する。

－ 48 － － 49 －



奈良市議案第１０４号

平成３０年度奈良市一般会計
補正予算（第４号）　　　　

　平成３０年度奈良市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，５９２，３３４千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３６，０１７，７３０千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－50－ － 51 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

15．国 庫 支 出 金
千円

23,543,309
千円

613,779
千円

24,157,088

1 ．国 庫 負 担 金 20,246,923 4,200 20,251,123

4 ．国 庫 交 付 金 1,837,295 609,579 2,446,874

16．県 支 出 金 8,384,645 61,211 8,445,856

2 ．県 補 助 金 2,009,954 51,411 2,061,365

3 ．県 委 託 金 123,433 9,800 133,233

19．繰 入 金 507,382 107,794 615,176

2 ．基 金 繰 入 金 503,502 107,794 611,296

20．繰 越 金 580,619 233,250 813,869

1 ．繰 越 金 580,619 233,250 813,869

22．市 債 13,506,000 3,576,300 17,082,300

1 ．市 債 13,506,000 3,576,300 17,082,300

歳 入 合 計 131,425,396 4,592,334 136,017,730

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1． 議 会 費
千円

716,529
千円
180

千円
716,709

1 ．議 会 費 716,529 180 716,709

－ 50 － － 51 －



款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 ．総 務 費
千円

14,309,333
千円

169,094
千円

14,478,427

1 ．総 務 管 理 費 10,626,069 221,541 10,847,610

3 ．徴 税 費 1,286,725 △�41,354 1,245,371

4 ．戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 604,169 △�5,921 598,248

5 ．選 挙 費 113,198 △�1,442 111,756

6 ．統 計 調 査 費 29,507 213 29,720

7 ．監 査 委 員 費 83,464 △�3,943 79,521

3 ．民 生 費 59,075,925 △ 6,181 59,069,744

1 ．社 会 福 祉 費 25,606,333 182,973 25,789,306

2 ．児 童 福 祉 費 19,910,866 △�183,632 19,727,234

3 ．生 活 保 護 費 13,322,300 1,767 13,324,067

4 ．国 民 年 金
事 務 費 236,426 △�7,289 229,137

4． 衛 生 費 11,303,302 26,469 11,329,771

1 ．保 健 衛 生 費 2,973,813 10,188 2,984,001

2 ．保 健 所 費 1,896,272 △�50,832 1,845,440

3 ．清 掃 費 5,811,446 67,113 5,878,559

5． 労 働 費 123,291 2,354 125,645

1 ．労 働 諸 費 123,291 2,354 125,645

6． 農 林 水 産 業 費 1,000,783 62,505 1,063,288

1 ．農 林 費 1,000,783 62,505 1,063,288

7 ．商 工 費 1,382,783 1,578 1,384,361

1 ．商 工 費 1,382,783 1,578 1,384,361

－ 52 － － 53 －



款 項 補正前の額 補　正　額 計

8． 観 光 費
千円

997,657
千円

△�50,218
千円

947,439

1 ．観 光 費 997,657 △�50,218 947,439

9． 土 木 費 9,933,484 △�63,739 9,869,745

1 ．土 木 管 理 費 123,341 205 123,546

2 ．道 路 橋 梁 費 2,973,039 △�12,422 2,960,617

3 ．河 川 費 426,226 △�84,621 341,605

4 ．都 市 計 画 費 3,996,357 29,175 4,025,532

6 ．住 宅 費 488,210 3,924 492,134

10．消 防 費 3,974,159 18,760 3,992,919

1 ．消 防 費 3,974,159 18,760 3,992,919

11．教 育 費 10,457,277 4,431,532 14,888,809

1 ．教 育 総 務 費 2,648,156 △�20,015 2,628,141

2 ．小 学 校 費 1,276,043 2,474,146 3,750,189

3 ．中 学 校 費 786,147 1,138,859 1,925,006

4 ．高 等 学 校 費 1,093,239 723,749 1,816,988

5 ．幼 稚 園 費 660,105 114,591 774,696

7 ．保 健 体 育 費 2,591,272 202 2,591,474

歳 出 合 計 131,425,396 4,592,334 136,017,730

－ 52 － － 53 －



第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

私 立 保 育 所 施 設 整 備 費 補 助 事 業 平成30年度から
平成31年度まで

千円

278,508

ＪＲ桜井線京終・帯解駅間排水路整備事業 平成30年度から
平成31年度まで 83,960�

学 校 給 食 献 立 印 刷 経 費 平成30年度から
平成31年度まで 1,850�

学 校 給 食 食 材 調 達 経 費 平成30年度から
平成31年度まで 50,000�

東部地域学校給食食材配送業務委託 平成30年度から
平成31年度まで 4,620�

指 定管理者による入江泰吉旧居の
管 理 に 要 す る 経 費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市済美地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市柳生地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市とみの里
地域ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市右京地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市帯解地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市朱雀地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市東市地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市左京地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市青和地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市佐保川地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市辰市地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市月瀬地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

－ 54 － － 55 －



第３表　地方債補正

　１．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

福 祉 施 設 整 備 事 業
千円

1,125,100
千円

1,098,200

河 川 事 業 232,000 147,300

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 534,100 3,366,300

高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 81,500 831,500

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 1,000 106,700

計 13,506,000 17,082,300

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

指定管理者による奈良市西大寺北
地域ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市佐保台地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市都跡地域
ふれあい会館の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者によるなら１００年会館
駐 車 場 の 管 理 に 要 す る 経 費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による奈良市青少年野外
活動センターの管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

指定管理者による梅の郷月ヶ瀬温泉
ほ か １ 施 設 の 管 理 に 要 す る 経 費

平成31年度から
平成34年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

－ 54 － － 55 －



奈良市議案第１０５号

平成３０年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第２号）　　

　平成３０年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３，０００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，０７９，８４７千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－56－ － 57 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

7 ．繰 入 金
千円

2,813,962
千円

13,000
千円

2,826,962

1 ．一 般 会 計
繰 入 金 2,434,903 13,000 2,447,903

歳 入 合 計 37,066,847 13,000 37,079,847

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 ．総 務 費
千円

373,215
千円

13,000
千円

386,215

1 ．総 務 管 理 費 283,021 13,000 296,021

歳 出 合 計 37,066,847 13,000 37,079,847

－ 56 － － 57 －



奈良市議案第１０６号

平成３０年度奈良市土地区画整理
事業特別会計補正予算（第１号）

　平成３０年度奈良市の土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，０００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３，９７６，０００千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－58－ － 59 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

3 ．繰 入 金
千円

584,306
千円

2,000
千円

586,306

1 ．一 般 会 計
繰 入 金 584,306 2,000 586,306

歳 入 合 計 3,974,000 2,000 3,976,000

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 ．
西 大 寺 駅 南
地 区 土 地 区 画
整 理 事 業 費

千円

2,651,200
千円

△�1,000
千円

2,650,200

1 ．
西 大 寺 駅 南
地 区 土 地 区 画
整 理 事 業 費

2,651,200 △�1,000 2,650,200

2 ．
Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南
地 区 土 地 区 画
整 理 事 業 費

737,800 3,000 740,800

1 ．
Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南
地 区 土 地 区 画
整 理 事 業 費

737,800 3,000 740,800

歳 出 合 計 3,974,000 2,000 3,976,000

－ 58 － － 59 －



奈良市議案第１０７号

平成３０年度奈良市駐車場事業
特別会計補正予算（第１号）　

　平成３０年度奈良市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

　（債務負担行為）

第�１条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第１表　債務負担行為」による。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－60－ － 61 －



第１表　債務負担行為

　１．新規分

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

指定管理者による奈良市営ＪＲ奈良駅
第1駐車場ほか 1施設の管理に要する経費

平成31年度から
平成35年度まで

協定に基づき決定した指定期間中に
おける管理に要する額

－ 60 － － 61 －



奈良市議案第１０８号

平成３０年度奈良市介護保険
特別会計補正予算（第２号）

　平成３０年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１３，０００千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１，９２７，６２２千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－62－ － 63 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

6 ．繰 入 金
千円

4,604,732
千円

△�13,000
千円

4,591,732

1 ．一 般 会 計
繰 入 金 4,588,044 △�13,000 4,575,044

歳 入 合 計 31,940,622 △�13,000 31,927,622

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 ．総 務 費
千円

712,426
千円

△�13,000
千円

699,426

1 ．総 務 管 理 費 337,354 △�13,000 324,354

歳 出 合 計 31,940,622 △�13,000 31,927,622

－ 62 － － 63 －



－ 64 － － 65 －



－ 64 － － 65 －



－ 66 － － 67 －
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奈良市議案第１０９号

平成３０年度奈良市水道事業会計
補正予算（第２号）　　　　　　

（総則）

第�１条　平成３０年度奈良市水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第�２条　平成３０年度奈良市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　　　　　　　　　　　　　 　支　　　　　　　出

　第１款　水道事業費用　　　�　8,745,000千円　　　�△78,481千円� 8,666,519千円

　　第１項　営 業 費 用　　　�8,172,434千円　　　�△78,481千円� 8,093,953千円

（資本的収入及び支出）

第�３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額２，０９８,３３６千円」を「不足する額

２，１３７，４９７千円」に、「過年度分損益勘定留保資金２，０３２，９７６千円」

を「過年度分損益勘定留保資金２，０７２，１３７千円」に改め、資本的支出の予定額

を次のとおり補正する。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　　　　　　　　　　　　　 　支　　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出　　　　�3,622,336千円　　　　�39,161千円� 3,661,497千円

　　第１項　建 設 改 良 費　　　�1,733,932千円　　　�　39,161千円� 1,773,093千円

（継続費）

第４条　予算第５条に定めた継続費を次のとおり改める。

款 項 事業名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　　額 年度 年　割　額 総　　額 年度 年　割　額

資本的
支　出

建　設
改良費

平 城 西
配 水 池
更新工事

千円

745,200

30
千円

79,164
千円

600,000

30
千円

42,986

31 351,216 31 273,456

32 314,820 32 283,558
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第１０条に定めた経費の金額を次のように改める。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　⑴　職 員 給 与 費　　　　�　1,559,119千円　　　�△88,571千円� 1,470,548千円

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－156 － － 157 －



附　　属　　書　　類

１．平成３０年度　奈良市水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

２．平成３０年度　奈良市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（第２号）

３．平成３０年度　奈良市水道事業給与費明細書（第２号）

４．平成３０年度　奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第２号）

５．平成３０年度　奈良市水道事業会計補正予算（第２号）参考書
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平成３０年度奈良市水道事業会計
補正予算（第２号）実施計画　　

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 水道事業費用 8,745,000 △ 78,481 8,666,519

１. 営 業 費 用 8,172,434 △ 78,481 8,093,953

１.原水及び浄水費 2,415,843 △ 28,544 2,387,299

２.配 水 費 439,139 △ 15,494 423,645

３.給 水 費 178,947 678 179,625

４.施設管理費 502,838 17,647 520,485

５.受託工事費 24,446 432 24,878

６.業 務 費 337,778 387 338,165

７.総 係 費 879,703 △ 66,484 813,219

８.東部管理費 111,046 13,270 124,316

９.都祁管理費 146,251 △ 16 146,235

10.月ヶ瀬管理費 60,449 △ 357 60,092
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資本的支出 3,622,336 39,161 3,661,497

１. 建設改良費 1,733,932 39,161 1,773,093

１.配水施設費 92,756 6,798 99,554

２.施 設 費 475,302 △15,167 460,135

３.配水施設改良費 959,147 47,722 1,006,869

４. 受託配水管改良費 88,089 △192 87,897
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平成３０年度奈良市水道事業会計補正予定
キャッシュ・フロー計算書（第２号）　　
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

� （単位：千円）
１．業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　当年度純利益（△は純損失）� 404,584
　　　減価償却費� 3,040,198
　　　引当金の増減額（△は減少）� 8,298
　　　長期前受金戻入額� △�1,292,554
　　　受取利息� △�400
　　　支払利息� 249,986
　　　ダム負担金利息� 78,155
　　　固定資産除却損� 35,796
　　　未収金の増減額（△は増加）� 117,728
　　　未収消費税等の増減額（△は増加）� △�47,067
　　　未払金の増減額（△は減少）� △�74,239
　　　未払消費税等の増減額（△は減少）� △�64,003
　　　その他流動資産の増減額（△は増加）� △�2
　　　小計� 2,456,480
　　　利息の受取額� 400
　　　利息の支払額� △�328,141
　　　業務活動によるキャッシュ・フロー� 2,128,739

２．投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　有形固定資産の取得による支出� △�1,833,372
　　　負担金による収入� 566,445
　　　分担金による収入� 302,081
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー� △�964,846

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　一時借入れによる収入� 500,000
　　　一時借入金の返済による支出� △�500,000
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入� 696,600
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出� △�1,097,472
　　　長期割賦金の償還による支出� △�691,465
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー� △�1,092,337

　　　資金増加額� 71,556
　　　資金期首残高� 5,712,045
　　　資金期末残高� 5,783,601
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平成３０年度奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第２号）
（平成３１年３月３１日）

�
（単位：千円）

資　　産　　の　　部�
１．固　定　資　産
⑴　有 形 固 定 資 産
イ 土 地 4,139,171
ロ 建 物 4,579,087
� 減 価 償 却 累 計 額 △�2,022,912 2,556,175
ハ 構 築 物 86,465,622

減 価 償 却 累 計 額 △�43,725,472 42,740,150
ニ 機 械 及 び 装 置 19,227,218

減 価 償 却 累 計 額 △�14,095,348 5,131,870
ホ 車 両 運 搬 具 110,093

減 価 償 却 累 計 額 △�71,651 38,442
ヘ 器 具 備 品 171,044

減 価 償 却 累 計 額 △�120,423 50,621
ト 建 設 仮 勘 定 258,749
有 形 固 定 資 産 合 計 54,915,178

⑵　無 形 固 定 資 産
イ ダ ム 使 用 権 19,631,620
ロ 水 利 権 63,645
ハ その他無形固定資産 1,248,579
無 形 固 定 資 産 合 計 20,943,844

⑶　投� 資
イ 出 資 金 3,175
投 資 合 計 3,175

固 定 資 産 合 計 75,862,197
２．流　動　資　産
⑴　現　　金　　預　　金 5,783,601
⑵　未　　　　収　　　　金 773,778

貸 倒 引 当 金 △�46,064 727,714
⑶　貯　　　　蔵　　　　品 29,916
⑷　前 　 　 払 　 　 金 96,509
⑸　短 　 期 　 貸 　 付 　 金 42,899
⑹　そ の 他 流 動 資 産 1,114
流 動 資 産 合 計 6,681,753
資 � 産 � 合 � 計 82,543,950
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負　　債　　の　　部�
３．固　定　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 14,720,097
企 業 債 合 計 14,720,097

⑵　引　　　　当　　　　金
イ 退 職 給 付 引 当 金 1,186,979
引 当 金 合 計 1,186,979

⑶　長 期 未 払 割 賦 金　 1,173,291
固 定 負 債 合 計 17,080,367

４．流　動　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 1,038,970
企 業 債 合 計 1,038,970

⑵　ダ ム 割 賦 負 担 金 556,523
⑶　未　　　　払　　　　金 334,262
⑷　前　　　　受　　　　金 16,745
⑸　引　　　　当　　　　金
イ 賞 与 引 当 金 109,512
引 当 金 合 計 109,512

⑹　預　　　　り　　　　金 390,563
流 動 負 債 合 計 2,446,575

５．繰　延　収　益
⑴　長 　 期 　 前 　 受 　 金 52,099,042
⑵　収　益　化　累　計　額 △�22,858,242 29,240,800
繰 延 収 益 合 計 29,240,800
負 債 合 計 48,767,742
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資　　本　　の　　部�
６．資　　本　　金 11,982,951
７．剰　　余　　金
⑴　資 　 本 　 剰 　 余 　 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額 1,364,952
ロ 諸 補 助 金 106,602
ハ 分 担 金 5,401,638
ニ 負担金その他諸収入 11,743,704
資 本 剰 余 金 合 計 18,616,896

⑵　利 　 益 　 剰 　 余 　 金
イ 減 債 積 立 金 700,000
ロ 水 道 老 朽 施 設

更 新 積 立 金 2,000,000
ハ 当 年 度 未 処 分

利 益 剰 余 金 476,361
利 益 剰 余 金 合 計 3,176,361

剰 余 金 合 計 21,793,257
資 本 合 計 33,776,208
負 債 資 本 合 計 82,543,950
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平成３０年度奈良市水道事業会計
補正予算（第２号）参考書　　　

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 水道事業
費 用 8,745,000 △78,481 8,666,519

１. 営業費用 8,172,434 △78,481 8,093,953

１.原水及び
浄 水 費 2,415,843 △28,544 2,387,299

⑴給 料 89,822 △15,250 74,572

⑵手 当 50,624 △4,808 45,816

⑶賞与引当金
繰 入 額 15,541 △3,051 12,490

⑹法定福利費 30,549 △5,435 25,114

２.配 水 費 439,139 △15,494 423,645

⑴給 料 39,708 △7,179 32,529

⑵手 当 24,852 △4,436 20,416

⑶賞与引当金
繰 入 額 6,559 △1,230 5,329

⑹法定福利費 13,652 △2,649 11,003

３.給 水 費 178,947 678 179,625

⑴給 料 53,073 1,295 54,368

⑵手 当 30,088 △255 29,833

⑶賞与引当金
繰 入 額 8,644 △334 8,310

⑹法定福利費 17,789 △28 17,761
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� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

４.施設管理費 502,838 17,647 520,485

⑴給 料 75,299 8,320 83,619

⑵手 当 45,317 5,200 50,517

⑶賞与引当金
繰 入 額 12,924 1,736 14,660

⑹法定福利費 25,641 2,391 28,032

５.受託工事費 24,446 432 24,878

⑵手 当 5,884 193 6,077

⑶賞与引当金
繰 入 額 1,609 60 1,669

⑹法定福利費 3,061 179 3,240

６.業 務 費 337,778 387 338,165

⑴給 料 23,170 △333 22,837

⑵手 当 12,668 239 12,907

⑶賞与引当金
繰 入 額 3,442 △79 3,363

⑹法定福利費 7,494 560 8,054

７.総 係 費 879,703 △66,484 813,219

⑴給 料 237,254 △14,392 222,862

⑵手 当 163,858 △19,236 144,622

⑶賞与引当金
繰 入 額 38,177 △1,802 36,375

⑹法定福利費 77,843 △3,864 73,979

⑻退職給付費 87,887 △27,190 60,697

８.東部管理費 111,046 13,270 124,316

⑴給 料 21,373 7,568 28,941

⑵手 当 14,835 3,541 18,376

⑶賞与引当金
繰 入 額 4,359 373 4,732

⑹法定福利費 8,751 1,788 10,539
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� （単位：千円）

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資 本 的
支 出 3,622,336 39,161 3,661,497

１. 建 設
改 良 費 1,733,932 39,161 1,773,093

１.配水施設費 92,756 6,798 99,554

⑴給 料 30,651 3,232 33,883

⑵手 当 20,666 2,157 22,823

⑶賞与引当金
繰 入 額 5,826 412 6,238

⑹法定福利費 10,747 997 11,744

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

９.都祁管理費 146,251 △16 146,235

⑵手 当 5,180 △77 5,103

⑶賞与引当金
繰 入 額 1,061 △49 1,012

⑹法定福利費 2,183 110 2,293

10.月 ヶ 瀬
管 理 費 60,449 △357 60,092

⑵手 当 5,136 △223 4,913

⑶賞与引当金
繰 入 額 822 △13 809

⑹法定福利費 1,976 △121 1,855
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� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

２.施� 設� 費 475,302 △15,167 460,135

⑴給 料 13,302 700 14,002

⑵手 当 9,227 248 9,475

⑶賞与引当金
繰 入 額 2,195 112 2,307

⑹法定福利費 4,749 16 4,765

�工事請負費 397,656 △16,243 381,413

３.配水施設
改� 良� 費 959,147 47,722 1,006,869

⑴給 料 67,621 △7,851 59,770

⑵手 当 43,028 △5,423 37,605

⑶賞与引当金
繰 入 額 11,615 △1,548 10,067

⑹法定福利費 23,243 △2,950 20,293

�工事請負費 697,626 65,494 763,120

４.受託配水管
改 良 費 88,089 △192 87,897

⑴給 料 12,719 △744 11,975

⑵手 当 8,605 799 9,404

⑶賞与引当金
繰 入 額 2,274 △123 2,151

⑹法定福利費 4,366 △124 4,242
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奈良市議案第１１０号

平成３０年度奈良市下水道事業会計
補正予算（第１号）　　　　　　　

（総則）

第�１条　平成３０年度奈良市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

第�２条　平成３０年度奈良市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　　　　　　　　　　　　　 　支　　　　　　　出

　第１款　下水道事業費用　　　　�7,883,000千円　　�　　 8,135千円� 7,891,135千円

　　第１項　営　業　費　用　　�　7,136,946千円　　�　　 8,135千円� 7,145,081千円

（資本的収入及び支出）

第�３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額７７３，０００千円」を「不足する額７７

　�５，４０５千円」に、「過年度分損益勘定留保資金７７３，０００千円」を「過年度分

損益勘定留保資金７７５，４０５千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正

する。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　　　　　　　　　　　　　 　支　　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出　　　　�4,349,000千円　　�　　 2,405千円� 4,351,405千円

　　第１項　建 設 改 良 費　　�　� 743,797千円　　�　　 2,405千円� 746,202千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条　予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　⑴　職 員 給 与 費　　　　　�  243,167千円　　�　　10,540千円� 253,707千円

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸
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附　　属　　書　　類

１．平成３０年度　奈良市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

２．平成３０年度　奈良市下水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（第１号）

３．平成３０年度　奈良市下水道事業給与費明細書（第１号）

４．平成３０年度　奈良市下水道事業補正予定貸借対照表（第１号）

５．平成３０年度　奈良市下水道事業会計補正予算（第１号）参考書
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平成３０年度奈良市下水道事業会計
補正予算（第１号）実施計画　　　

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 下水道事業費用 7,883,000 8,135 7,891,135

１. 営 業 費 用 7,136,946 8,135 7,145,081

１.管 渠 費 220,277 △779 219,498

４.普及指導費 69,694 1,365 71,059

６.総 係 費 151,319 7,549 158,868

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資本的支出 4,349,000 2,405 4,351,405

１. 建設改良費 743,797 2,405 746,202

１.管渠建設費 287,771 2,405 290,176
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平成３０年度奈良市下水道事業会計補正予定
キャッシュ・フロー計算書（第１号）　　　
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

� （単位：千円）
１．業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　当年度純利益（△は純損失）� △�518,688
　　　減価償却費� 3,902,867
　　　引当金の増減額（△は減少）� 8,313
　　　長期前受金戻入額� △�2,368,087
　　　支払利息� 565,205
　　　固定資産除却損� 12,331
　　　未収金の増減額（△は増加）� △�2,030
　　　未払金の増減額（△は減少）� △�3,922
　　　未払消費税等の増減額（△は減少）� 11,034
　　　小計� 1,607,023
　　　利息の支払額� △�565,205
　　　業務活動によるキャッシュ・フロー� 1,041,818

２．投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　有形固定資産の取得による支出� △�493,138
　　　無形固定資産の取得による支出� △�229,905
　　　国庫補助金等による収入� 124,178
　　　受益者負担金等による収入� 10,738
　　　一般会計からの繰入金による収入� 1,416,106
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー� 827,979

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　一時借入れによる収入� 1,000,000
　　　一時借入金の返済による支出� △�1,000,000
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入� 1,949,000
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出� △�3,592,074
　　　リース債務の返済による支出� △�1,704
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー� △�1,644,778

　　　資金増加額� 225,019
　　　資金期首残高� 672,820
　　　資金期末残高� 897,839
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 〔
　
�〕
は
再
任
用
職
員
の
外
数

区
　
　
　
　
分

職
　
員
　
数
　（
人
）

給
　
　
与
　
　
費

法
定
福
利
費

合
　
　
計

特
別
職

一
般
職

給
　
　
料

手
　
　
当

報
　
　
酬
　

計

補 　 正 　 後

損
益
勘
定
支
弁
職
員

17
〔
5〕

82
,01
5

75
,02
1

15
7,0
36

29
,60
4

18
6,6
40

資
本
勘
定
支
弁
職
員

8
31
,73
4

23
,66
7

55
,40
1

11
,66
6

67
,06
7

合
　
　
　
　
　
計

25
〔
5〕

11
3,7
49

98
,68
8

21
2,4
37

41
,27
0

25
3,7
07

補 　 正 　 前

損
益
勘
定
支
弁
職
員

 
16

〔
6〕

78
,34
0

72
,51
7

15
0,8
57

27
,64
8

17
8,5
05

資
本
勘
定
支
弁
職
員

7
29
,77
1

23
,67
8

53
,44
9

11
,21
3

64
,66
2

合
　
　
　
　
　
計

23
〔
6〕

10
8,1
11

96
,19
5

20
4,3
06

38
,86
1

24
3,1
67

比 　 　 　 較

損
益
勘
定
支
弁
職
員

1〔
△�
1〕

3,6
75

2,5
04

6,1
79

1,9
56

8,1
35

資
本
勘
定
支
弁
職
員

1
1,9
63

△
�1
1

1,9
52

45
3

2,4
05

合
　
　
　
　
　
計

2〔
△�
1〕

5,6
38

2,4
93

8,1
31

2,4
09

10
,54
0
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�
（
単
位
：
千
円
）

手 当 の 内 訳

区
　
分

初
任
給
管
理
職
扶
　
養
地
　
�域

住
　
居
通
　
勤

特
殊
勤
務
時
間
外

勤
　
務
期
　
末
勤
　
勉

管
理
職
員

特
別
勤
務
特
　
例

一
時
金
児
　
童
退
　
職

給
付
費

補
正
後

5,0
97

4,0
80

12
,32
0

1,3
95

3,6
09

60
8,9
78

30
,53
3
20
,08
2

20
7

2,3
30

9,9
77

補
正
前

4,5
10

4,7
46

11
,78
3

1,4
27

3,2
61

46
9,8
92

28
,85
9
19
,66
3

27
0

2,5
30

9,2
08

比
　
較

58
7
△
�6
66

53
7

△
�3
2

34
8

14
△
�9
14

1,6
74

41
9

△
�6
3

△
�2
00

76
9
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２
．
給
料
及
び
手
当
の
増
減
額
の
明
細
�

（
単
位
：
千
円
）

区
　
　
分

増
 減
 額

増
　
減
　
事
　
由
　
別
　
内
　
訳

説
　
　
　
　
　
明

備
　
　
　
　
　
考

給
　
　
料

5,6
38

給
与
改
定
に
伴
う
増
減
分

そ
の
他
の
増
減
分

5,6
38

手
　
　
当

2,4
93

給
与
改
定
に
伴
う
増
減
分

そ
の
他
の
増
減
分

2,4
93
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３
．
給
料
及
び
手
当
の
状
況
　
�

　
⑴
　
職
員
１
人
当
た
り
給
与

　
⑵
　
初
　
任
　
給

区
　
　
　
分

一
　
般
　
職

平
成
30
年
10
月
１
日
現
在

平
均
給
料
月
額
（
円
）

３
４
２
，５
８
０

平
均
給
与
月
額
（
円
）

４
５
７
，５
３
８

平
均
年
齢
（
歳
）

４
３
．６

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在

平
均
給
料
月
額
（
円
）

３
３
２
，７
１
７

平
均
給
与
月
額
（
円
）

４
２
７
，７
５
０

平
均
年
齢
（
歳
）

４
２
．０

区
　
　
　
分

一
　
般
　
職
（
円
）

一
般
会
計
の
制
度
（
円
）

平
成
30
年
1
月
1
日

高
校

卒
１
５
１
，５
０
０

同
　
　
左

短
大

卒
１
６
２
，７
０
０

大
学

卒
１
８
５
，８
０
０
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⑶
　
級
別
職
員
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
　
　
〕
は
再
任
用
職
員
の
職
員
数
及
び
構
成
比
　
　
�（
単
位
：
人
・
％
）

区
　
　
分

一
　
　
　
般
　
　
　
職

級
職
　
　
員
　
　
数

構
　
　
成
　
　
比

平
成
30
年
10
月
１
日
現
在

１ ２
２
〕

８
.０
〕

３
７
〕

２
８
.０
〕

〔
５
〕

〔
１
０
０
.０
〕

４
９
〕

３
６
.０
〕

５
４
〕

１
６
.０
〕

６
１
〕

４
.０
〕

７
１
〕

４
.０
〕

８
１
〕

４
.０
〕

９ １
０ 計

２
５
〕

１
０
０
.０
〕

〔
５
〕

〔
１
０
０
.０
〕

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在

１ ２
４
〕

１
７
.４
〕

３
６
〕

２
６
.１
〕

〔
６
〕

〔
１
０
０
.０
〕

４
７
〕

３
０
.４
〕

５
３
〕

１
３
.０
〕

６
１
〕

４
.４
〕

７
２
〕

８
.７
〕

８ ９ １
０ 計

２
３
〕

１
０
０
.０
〕

〔
６
〕

〔
１
０
０
.０
〕
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（
級
別
の
標
準
的
な
職
務
内
容
）

　
⑷
　
昇
給

区 　 分

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

７
　
級

８
　
級

９
　
級

１
０
　
級

事
務
職
員

技
術
職
員

主
　
事

主
　
務

係
長
級

課
長
補
佐
級

主
幹
級

課
長
級

次
長
級

部
長
級

�部
長
級

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

一
　
　
般
　
　
職

補 　 正 　 後

職
員

数
　
　
　
　
　
　
　（
Ａ
）�（
人
）

２
５

昇
給
に
係
る
職
員
数

　
　
　
　
　
　
　（
Ｂ
）�（
人
）

１
７

号
給
数
別
内
訳

１
号
給
�

（
人
）

２
号
給
�

（
人
）

３
号
給
�

（
人
）

１
４
号
給
�

（
人
）

１
６

比
　
　
　
率
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）

�
（
％
）

６
８
．０

補 　 正 　 前

職
員

数
　
　
　
　
　
　
　（
Ａ
）�（
人
）

２
３

昇
給
に
係
る
職
員
数

　
　
　
　
　
　
　（
Ｂ
）�（
人
）

１
６

号
給
数
別
内
訳

１
号
給
�

（
人
）

２
号
給
�

（
人
）

３
号
給
�

（
人
）

１
４
号
給
�

（
人
）

１
５

比
　
　
　
率
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）

�
（
％
）

６
９
．６
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⑸
　
特
殊
勤
務
手
当

　
⑹
　
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

　
　
　
　
　
　
　
 〔
　
�〕
は
再
任
用
職
員
の
支
給
率

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 分

一
　
　
般
　
　
職

給
料
総
額
に
対
す
る
比
率
�

（
％
）

０
．０
５

支
給
対
象
職
員
の
比
率
（
平
成
30
年
10
月
１
日
現
在
）�

（
％
）

５
６
．０
０

代
表
的
な
特
殊
勤
務
手
当
の
名
称

現
場
処
理
作
業
手
当

区
　
　
　
分

支
給
期
別
支
給
率

支
給
率
計

職
制
上
の
段
階
、
職
務
の

級
等
に
よ
る
加
算
措
置
　

備
　
考

６
月

12
月

（
月
分
）

（
月
分
）

（
月
分
）

補
正

後
２
．１
２
５

２
．２
７
５

４
．４
０

有
〔
１
．０
７
５
〕

〔
１
．２
２
５
〕

〔
２
．３
０
〕

補
正

前
２
．１
２
５

２
．２
７
５

４
．４
０

有
〔
１
．０
７
５
〕

〔
１
．２
２
５
〕

〔
２
．３
０
〕

一
般
会
計
の
制
度

２
．１
２
５

２
．２
７
５

４
．４
０

有
〔
１
．０
７
５
〕

〔
１
．２
２
５
〕

〔
２
．３
０
〕

－ 186 － － 187 －



　
⑺
　
定
年
退
職
及
び
定
年
前
早
期
退
職
に
係
る
退
職
手
当

　
⑻
　
そ
の
他
の
手
当

区
　
　
分

２
０
年
勤
続
の
者

　
　
　
　
　
　（
月
分
）

２
５
年
勤
続
の
者

　
　
　
　
　
　（
月
分
）

３
５
年
勤
続
の
者

　
　
　
　
　
　（
月
分
）

最
高
限
度

　
　
　
　
　
　（
月
分
）

そ
の
他
の
加
算
措
置
等

備
　
考

支
�給
�率
�等

２
４
．５
８
６
８
７
５

３
３
．２
７
０
７
５

４
７
．７
０
９

４
７
．７
０
９

定
年
前
早
期
退
職

特
　
例
　
措
　
置

（
2%
～
45
%
加
算
）

一
般
会
計
の
制
度

（
支
給
率
等
）

同
　
　
　
　
じ

区
���
���
���
�分

一
般
会
計
の
制
度
と
の
異
同

差
��異
��の
��内
��容

扶
　
　
養
　
　
手
　
　
当

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

地
　
　
域
　
　
手
　
　
当

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

住
　
　
居
　
　
手
　
　
当

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

通
　
　
勤
　
　
手
　
　
当

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
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平成３０年度奈良市下水道事業補正予定貸借対照表（第１号）
（平成３１年３月３１日）

�
（単位：千円）

資　　産　　の　　部�
１．固　定　資　産
⑴　有 形 固 定 資 産
イ 土 地 1,618,410
ロ 建 物 612,055
� 減 価 償 却 累 計 額 △�137,150 474,905
ハ 構 築 物 112,573,114

減 価 償 却 累 計 額 △�17,265,720 95,307,394
ニ 機 械 及 び 装 置 3,113,564

減 価 償 却 累 計 額 △�1,253,302 1,860,262
ホ 車 両 運 搬 具 4,821

減 価 償 却 累 計 額 △�645 4,176
ヘ 器 具 備 品 1,677

減 価 償 却 累 計 額 △�506 1,171
ト 建 設 仮 勘 定 162,460
有 形 固 定 資 産 合 計 99,428,778

⑵　無 形 固 定 資 産
イ 施 設 利 用 権 4,615,916
無 形 固 定 資 産 合 計 4,615,916

固 定 資 産 合 計 104,044,694
２．流　動　資　産
⑴　現　　金　　預　　金 897,839
⑵　未　　　　収　　　　金 815,762

貸 　 倒 　 引 　 当 　 金 △�25,525 790,237
⑶　前　　　　払　　　　金 104,500
流 動 資 産 合 計 1,792,576
資 � 産 � 合 � 計 105,837,270
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負　　債　　の　　部�
３．固　定　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 38,043,522
企 業 債 合 計 38,043,522

⑵　引　　　　当　　　　金
イ 退 職 給 付 引 当 金 48,373
引 当 金 合 計 48,373

固 定 負 債 合 計 38,091,895
４．流　動　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 3,563,561
企 業 債 合 計 3,563,561

⑵　未　　　　払　　　　金 598,358
⑶　引　　　　当　　　　金
イ 賞 与 引 当 金 18,508
引 当 金 合 計 18,508

流 動 負 債 合 計 4,180,427
５．繰　延　収　益
⑴　長 　 期 　 前 　 受 　 金 76,281,210
⑵　収　益　化　累　計　額 △�11,484,826 64,796,384
繰 延 収 益 合 計 64,796,384
負 債 合 計 107,068,706
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資　　本　　の　　部�
６．資　　本　　金 365,118
７．剰　　余　　金
⑴　資 　 本 　 剰 　 余 　 金
イ 補 助 金 687,037
ロ そ の 他 資 本 剰 余 金 661,018
資 本 剰 余 金 合 計 1,348,055

⑵　欠 　 　 　 損 　 　 　 金
イ 当年度未処理欠損金 2,944,609
欠 損 金 合 計 2,944,609

剰 余 金 合 計 △�1,596,554
資 本 合 計 △�1,231,436
負 債 資 本 合 計 105,837,270
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平成３０年度奈良市下水道事業会計
補正予算（第１号）参考書　　　　

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 下 水 道
事業費用 7,883,000 8,135 7,891,135

１. 営業費用 7,136,946 8,135 7,145,081

１.管 渠 費 220,277 △779 219,498

⑴給 料 20,160 548 20,708

⑵手 当 14,331 △1,685 12,646

⑶賞与引当金
繰 入 額 3,019 240 3,259

⑹法定福利費 6,562 118 6,680

４.普及指導費 69,694 1,365 71,059

⑴給 料 19,332 △607 18,725

⑵手 当 8,603 1,436 10,039

⑶賞与引当金
繰 入 額 2,597 236 2,833

⑹法定福利費 5,532 300 5,832

６.総 係 費 151,319 7,549 158,868

⑴給 料 38,848 3,734 42,582

⑵手 当 29,888 1,220 31,108

⑶賞与引当金
繰 入 額 6,802 513 7,315

⑹法定福利費 13,623 1,313 14,936

⑻退職給付費 9,208 769 9,977
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資 本 的
支 出 4,349,000 2,405 4,351,405

１. 建設改良費 743,797 2,405 746,202

１.管渠建設費 287,771 2,405 290,176

⑴給 料 29,771 1,963 31,734

⑵手 当 19,234 162 19,396

⑶賞与引当金
繰 入 額 5,285 △184 5,101

⑹法定福利費 10,372 464 10,836
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奈良市議案第１１１号

奈良市行政組織条例の一部改正について

　奈良市行政組織条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市行政組織条例の一部を改正する条例

　奈良市行政組織条例（平成１３年奈良市条例第３７号）の一部を次のように改正する。

　第１条の見出し中「部」を「部等」に改め、同条中「次の部」を「次の部等」に、「総

設部」に改める。

　第２条中「部の分掌事務」を「部等の分掌事務」に改め、同条総合政策部の部分の前に

次のように加える。

　危機管理監

　　⑴　危機管理及び防災に関すること。

　　⑵　市民の安全に関すること。

　第２条総合政策部の部分中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、

第７号を第６号とし、同号の次に次の１号を加える。

　　⑺　職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

　第２条総合政策部の部分の第８号を次のように改める。

　　⑻　情報化に関すること。

　第２条総合政策部の部分の第９号を削り、同条総務部の部分中第１号を削り、第２号を

第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、同号の次に次の１号を加える。

　　⑷　行財政改革に関すること。

　　　　　　　　　　　　　　　「総務部　
　　　　　　「危機管理監　　　　財務部　　　　「総務部　　　「建設部
合政策部」を　　　　　　　に、　　　　　　　を　　　　　に、　　　　　　　を「建
　　　　　　　総合政策部」　　　市民生活部　　　市民部」　　　会計契約部」
　　　　　　　　　　　　　　　　市民活動部」
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　第２条総務部の部分の第５号を次のように改める。

　　⑸　予算その他の財務に関すること。

　第２条総務部の部分中第６号を第１１号とし、第５号の次に次の５号を加える。

　　⑹　公有財産の管理及び活用に関すること。

　　⑺　市税の賦課及び徴収に関すること。

　　⑻　契約に関すること。

　　⑼　技術監理及び工事検査に関すること。

　　⑽　経理事務の適正執行に関すること。

　第２条財務部の部分を削り、同条市民生活部の部分中「市民生活部」を「市民部」に改

め、同部分中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第５号を第３号とし、同部

分に次の６号を加える。

　　⑷　市民活動に関すること。

　　⑸　住居表示に関すること。

　　⑹　文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。

　　⑺　スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。

　　⑻　人権施策に関すること。

　　⑼　男女共同参画施策に関すること。

　第２条市民活動部の部分を削り、同条都市整備部の部分に次の２号を加える。

　　⑺　交通施策に関すること。

　　⑻　住宅に関すること。

　第２条建設部の部分中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同条

会計契約部の部分を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　（奈良市スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正）

２�　奈良市スポーツ推進審議会に関する条例（昭和３７年奈良市条例第８号）の一部を次

のように改正する。

　　第８条中「市民活動部」を「市民部」に改める。
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　（提案理由）

　簡素で効率的な行政組織の確立のため、本市の行政組織の見直しを行い、各部の分掌事

務を定めるほか、所要の改正を行おうとするものである。
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奈良市議案第１１２号

奈良市月ヶ瀬福祉センター条例の一部改正について

　奈良市月ヶ瀬福祉センター条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市月ヶ瀬福祉センター条例の一部を改正する条例

　奈良市月ヶ瀬福祉センター条例（平成１６年奈良市条例第５４号）の一部を次のように

改正する。

　第３条中第３号を削り、第４号を第３号とする。

　第４条第１項第１号中「（第３号を除く。）」を削る。

　第４条の２第２項を削る。

　第４条の３第２項を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　月ヶ瀬福祉センターの実施事業について、所要の文言整理を行おうとするものである。
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奈良市議案第１１３号

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４８年奈良市条例第３５号）の一部を

次のように改正する。

　別表第１ごみ、燃え殻等の処分の項中「６０円」を「１００円」に、「１００円」を「

１６０円」に改める。

　別表第２中「２００円」を「２６０円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１及び別表

第２の規定は、平成３１年１０月１日以後に処理する廃棄物に係る手数料及び処分費用

について適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料及び処分費用については、なお

従前の例による。

　（提案理由）

　一般廃棄物処理手数料を改定し、受益者の費用負担の適正化を図るほか、所要の改正を

行おうとするものである。
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奈良市議案第１１４号

奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について

　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５５年奈良市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。

　第５条第６項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とし、同条に次の

１項を加える。

７�　前項の印鑑登録原票は、磁気ディスク（これに準じる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物を含む。）をもつて調製することができる。

　第９条及び第１２条第１項中「第８号」を「第７号」に改める。

　第１３条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（印鑑登録証明書の交付）」を付

し、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、「、印鑑登録証」の次に「（前項の規定

による申請にあつては、個人番号カード）」を、「当該申請」の次に「が適正であること

を確認した上で当該申請」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。

２�　前項の規定にかかわらず、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カードをいう。以下同じ。）の交付を受けた登録者が自ら前項の申請をすると

きは、個人番号カードを提示して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

　第１３条の次に次の１条を加える。

第�１３条の２　前条の規定にかかわらず、個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第

１項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）の交付を受けた登
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録者は、自ら多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であ

つて、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。）に暗証番号その他必要

な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けること

ができる。

　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。

　（提案理由）

　印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスの開始、印鑑登録原票の電子化等に伴う規定の

整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第１１５号

奈良市地域ふれあい会館条例の一部改正について

　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を改正する条例

　奈良市地域ふれあい会館条例（平成８年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。

　第２条の表に次のように加える。

　別表奈良市都跡地域ふれあい会館の項の次に次のように加える。

奈良市大安寺西地域ふれあい会館 奈良市四条大路南町１番２２号

奈良市東里地域ふれあい会館 奈良市須川町７７６番地

奈良市大安寺西地域ふれあい会館 和室１ ２００

和室２ ２００

小会議室 １５０

大会議室 ６３０

奈良市東里地域ふれあい会館 和室１ １７０

和室２ ２１０

会議室 １９０

大会議室 ６５０

－ 200 － － 201 －



　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　（奈良市公民館条例の一部改正）

２　奈良市公民館条例（昭和３９年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第２項の表三笠公民館大安寺西分館の項及び興東公民館東里分館の項を削る。

　（提案理由）

　三笠公民館大安寺西分館及び興東公民館東里分館を地域ふれあい会館に移行しようとす

るものである。
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奈良市議案第１１６号

奈良市地区計画形態意匠条例の一部改正について

　奈良市地区計画形態意匠条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市地区計画形態意匠条例の一部を改正する条例

　奈良市地区計画形態意匠条例（平成２２年奈良市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。

　別表第１に次のように加える。

　別表第２に次のように加える。

中登美ヶ丘五丁目西
地区整備計画区域

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画中登
美ヶ丘五丁目西地区計画の区域において地区整備計画が定めら
れた区域

中登美ヶ丘五丁
目西地区整備計
画区域

１�　建築物の屋根（陸屋根を除く。）の色彩は、この表の付表１の
建築物の屋根の表に掲げる色相及び明度の区分に応じた彩度を超
えないこと。
２�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、この表の付表１の
建築物の外壁又はこれに代わる柱の表に掲げる色相及び明度の区
分に応じた彩度を超えないこととし、塗り分けによる意匠は、色
相及び色調をそろえる等穏やかな印象となるよう配色すること。
ただし、建築物全体を勾配屋根（当該屋根の勾配が１０分の３か
ら１０分の７までのものに限る。）で覆う場合は、当該建築物の
外壁各面について、各面の見付面積の２０分の１未満の面積まで
この表の付表１の建築物の外壁又はこれに代わる柱の表に掲げる
色彩以外の色彩を使用することができる。
３�　建築物の外壁のデザインについては、ストライプや模様を用い
た連続する配色は避け、景観に配慮すること。
４�　建築物の屋上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル
等の建築設備は、壁面の立ち上げ又はルーバー等で覆い、建築物
本体と調和を図る修景を施し、眺望及び景観に配慮すること。
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　別表第２の付表１の建築物の屋根の表に次のように加える。

　別表第２の付表１の建築物の外壁又はこれに代わる柱の表に次のように加える。

５�　地上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル等の建築
設備及び立体駐車場施設は、道路、公園等の公共施設から直接見
えないよう植栽又はルーバー等で覆うこと。
６�　フェンス、ルーバーその他これらに類するものは、こげ茶色又
は建築物と調和した同系色とすること。ただし、自然素材を使用
する場合は、この限りでない。
７�　鉄筋コンクリート柱、鉄柱、独立型屋外広告物の支柱（枠を含
む。）その他これらに類するものは、こげ茶色とすること。
８�　広告物に関する制限は、この表の付表２のとおりとする。ま
た、Ｂ地区における各屋外広告物の表示面積の合計は１０平方メー
トル以下、かつ、各広告物の表示面積は６平方メートル以下とす
る。

中登美ヶ丘五丁目西地区整備計

画区域

0.0Ｒ以上10.0Ｒ未満 ４未満 ２

0.0ＹＲ以上5.0ＹＲ未満 ４未満 ２

5.0ＹＲ以上10.0ＹＲ未満 ４未満 ３

0.0Ｙ以上5.0Ｙ未満 ４未満 ３

5.0Ｙ以上10.0Ｙ以下 ４未満 ２

その他の色相 ４未満 ２

無彩色 ４未満 －

中登美ヶ丘五丁目

西地区整備計画区

域

全ての建築

物 0.0Ｒ以上5.0Ｒ未満
８未満 ２

８以上 １

5.0Ｒ以上10.0Ｒ未満

５未満 ４

５以上８未満 ２

８以上 １

0.0ＹＲ以上5.0ＹＲ未満

５未満 ６

５以上７未満 ３

７以上８未満 ２

８以上９未満 １
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　別表第２の付表２に次のように加える。

5.0ＹＲ以上10.0ＹＲ未満

５未満 ６

５以上６未満 ４

６以上７未満 ３

７以上８未満 ２

８以上９未満 １

0.0Ｙ以上5.0Ｙ未満

５未満 ６

５以上８未満 ４

８以上９未満 ３

９以上 ２

5.0Ｙ以上10.0Ｙ未満

５未満 ６

５以上８未満 ３

８以上９未満 ２

９以上 １

その他の色相
８未満 ２

８以上９未満 １

無彩色 ９以下 －

中登美ヶ丘五
丁目西地区整
備計画区域

全広告
物に関
する事
項

用途等

自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、
営業所等に表示し、又は掲出するもののほか、奈良
市屋外広告物条例第９条第１項から第３項までに掲
げる広告物又はこれを掲出する物件に限る。

位置 敷地境界線を越えて掲出できない。

照明

１　点滅しないものに限る。
２　動画等を表示するものは、設置できない。
３�　回転しないものに限る。ただし、車両出庫の警
告用のものを除く。

色彩
地色については、白、ベージュ、グレー、茶、紺、
黒その他白に近い淡色又は壁の色と同等とする。

屋上広告物 表示し、又は設置できない。
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　　　附　則

　この条例は、平成３１年２月１日から施行する。

　（提案理由）

　建築物等の形態意匠の制限を適用する区域に中登美ヶ丘五丁目西地区整備計画区域を追

加しようとするものである。

壁面広告物

１�　表示面積は、１０平方メートル以下とし、当該
壁面の５分の１以下とする（Ａ地区に限る。）。
２　壁面に直接塗装するものは、掲出できない。
３　窓ガラス面へは、掲出できない。

塀垣広告物 設置できない。

広告塔

１�　１敷地につき１基までとし、高さは、６メート
ル以下とする。
２�　総表示面積は、２０平方メートル以下とし、１面
の表示面積は、１０平方メートル以下とする（Ａ
地区に限る。）。

広告板
１　１敷地に２基までとする。
２�　表示面積は、１０平方メートル以下とする（Ａ
地区に限る。）。

広告幕
気球広告物

イベント時のみの掲出とし、イベント終了後は、速
やかに撤去する。

アーチ広告物
はり札
はり紙
立看板

設置できない。
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奈良市議案第１１７号

奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部改正について　　　　　　　　

　奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正し

ようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成３年奈良市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。

　別表第１に次のように加える。

　別表第２に次のように加える。

中登美ヶ丘五丁目西
地区整備計画区域

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画中登
美ヶ丘五丁目西地区計画の区域において地区整備計画が定めら
れた区域

中登美ヶ丘
五丁目西地
区整備計画
区域

Ａ地区 ⑴�　ホテル又は旅館
⑵　自動車教習所
⑶　畜舎（次に掲げるものを除く。）
　ア�　ペットとして飼養する犬、猫等の小動物の畜舎で、建築
物に附属し床面積の合計が１５平方メートル以下のもの

　イ　動物病院及びペットショップの用途に供するもの
⑷�　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する
運動施設
⑸　公衆浴場
⑹�　この表の付表に定める危険物の貯蔵又は処理に供するもの
（建築物に附属するものを除く。）

Ｂ地区 次の各号に掲げる建築物以外の建築物
⑴　住宅（長屋、重ね建て住宅及び共同住宅を除く。以下この

－ 206 － － 207 －



　別表第４に次のように加える。

　別表第５に次のように加える。

中登美ヶ丘五丁目西地区整備
計画区域

１６５平方メートル
（建築物の敷地が地区
整備計画区域の内外
にわたる場合におい
ては、その敷地面積が
１６５平方メートル）

⑴　巡査派出所
⑵　公衆電話所
⑶�　公園又は緑地に設けら
れる公衆便所又は休憩所
⑷�　路線バスの停留所の上
家

　項において同じ。）
⑵�　延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次のア
からカまでの一に掲げる用途を兼ねる住宅（これらの用途に
供する部分の床面積の合計が５０平方メートルを超えるもの
を除く。）
　ア�　事務所（汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のた
めの駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを
除く。）

　イ�　日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは
喫茶店

　ウ�　学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
　エ�　美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が
０．７５キロワット以下のものに限る。）

　オ　神社、寺院、教会その他これらに類するもの
　カ　診療所（患者の収容施設を持つものを除く。）
⑶�　近隣に居住する者の利用に供するために設けられる公民館
及び集会所
⑷　巡査派出所
⑸　公衆電話所
⑹　公園又は緑地に設けられる公衆便所又は休憩所
⑺　路線バスの停留所の上家
⑻�　前各号の建築物に附属するもの（東登美ヶ丘一丁目地区整
備計画区域の項の第１１号のア及びウからオまでに掲げるも
のを除く。）

建築物の敷地がＡ地区及びＢ地区にわたる場合においては、その敷地の
全部について敷地の過半の属する地区についての建築物の用途の制限を
適用する。

－ 208 － － 209 －



　　　附　則

　この条例は、平成３１年２月１日から施行する。

　（提案理由）

　建築物の用途の制限等を適用する区域に中登美ヶ丘五丁目西地区整備計画区域を追加し

ようとするものである。

中登美ヶ丘五丁目西
地区整備計画区域

Ａ地区 建築物の外壁又はこ
れに代わる柱の面か
ら敷地境界線までの
距離は、１メートル
以上とする。

⑴�　外壁又はこれに代わる
柱の中心線の長さの合計
が３メートル以下である
もの
⑵�　物置その他これに類す
る用途に供し、軒の高さ
が２．３メートル以下で、
かつ、床面積の合計が５
平方メートル以内である
もの

－ 208 － － 209 －



奈良市議案第１１８号

奈良市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の
一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和５８年奈良市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。

　別表奈良市南消防署の項中「西大寺国見町二丁目」の次に「、西大寺国見町三丁目」を、

「大安寺七丁目」の次に「、菅原東一丁目、菅原東二丁目」を加える。

　　　附　則

　この条例は、平成３１年１月２１日から施行する。

　（提案理由）

　菅原東一丁目、菅原東二丁目及び西大寺国見町三丁目の新設に伴い、南消防署の管轄区

域の規定を改めようとするものである。

－ 210 － － 211 －



奈良市議案第１１９号

奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の
一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正しようと

する。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年奈良市条例第２８

号）の一部を次のように改正する。

　別表第２奈良市公共下水道事業の項を次のように改める。

人 立方メートル

奈良市
公共下
水道事
業

都市計画
公共下水
道事業

下水道法（昭和３３年
法律第７９号）第４条
第１項の規定により定
めた事業計画に定める
区域（月ヶ瀬尾山の一
部、月ヶ瀬長引の一部、
月ヶ瀬嵩の一部、月ヶ
瀬月瀬の一部、月ヶ瀬
桃香野の一部を除く。）

３２０，６５０ １４３，４３７

月ヶ瀬公
共下水道
事業

下水道法第４条第１項
の規定により定めた
事業計画に定める区
域（月ヶ瀬尾山の一
部、月ヶ瀬長引の一部、
月ヶ瀬嵩の一部、月ヶ
瀬月瀬の一部、月ヶ瀬
桃香野の一部に限る。）

８７０ ３１０

－ 210 － － 211 －



　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正）

２�　奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４５年奈良市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。

　�　第１１条の見出し中「月ヶ瀬地区の事業」を「月ヶ瀬公共下水道事業」に改め、同条

中「奈良市役所出張所設置条例（昭和３０年奈良市条例第３５号）別表に定める奈良市

月ヶ瀬行政センターの所管区域のうち、」を削り、「奈良市農業集落排水事業の計画処

理区域以外」を「奈良市公共下水道事業のうち月ヶ瀬公共下水道事業」に改める。

　（提案理由）

　事業計画の変更に伴う改正を行うほか、所要の文言整理を行おうとするものである。

－ 212 － － 213 －



奈良市議案第１２０号

奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

　奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市病院事業の設置等に関する条例（平成１５年奈良市条例第４７号）の一部を次の

ように改正する。

　第４条第２項第６号中「神経内科」を「脳神経内科」に改める。

　第１３条中「市長」を「指定管理者」に改め、「ときは」の次に「、市長が定める基準

に基づき」を、「できる」の次に「ものとする」を加える。

　　　附　則

　この条例は、平成３１年１月１日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、公布

の日から施行する。

　（提案理由）

　市立奈良病院の診療科目の名称を変更するほか、利用料金の減免等に係る規定を明確化

しようとするものである。

－ 212 － － 213 －



奈良市議案第１２１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市水門町４９番地の２

　　　入江泰吉旧居

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市三条本町１３番１号

　　　一般財団法人奈良市総合財団

　　　理事長　西谷　忠雄

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴�　奈良市入江泰吉旧居条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　入江泰吉旧居の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 214 － － 215 －



奈良市議案第１２２号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市南京終町２０１番地の１２

　　　奈良市済美地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　済美地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市済美地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市済美地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 214 － － 215 －



奈良市議案第１２３号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市丹生町８４７番地

　　　奈良市柳生地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　丹生町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市柳生地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市柳生地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 216 － － 217 －



奈良市議案第１２４号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市中山町西二丁目１０１２番地の１

　　　奈良市とみの里地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　東登美ヶ丘地区自治連合会

　　　会長　

　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市とみの里地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市とみの里地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 216 － － 217 －



奈良市議案第１２５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市右京三丁目１８番地

　　　奈良市右京地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　右京地区自治連合会

　　　会長　

　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市右京地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市右京地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 218 － － 219 －



奈良市議案第１２６号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市田中町３４２番地の１

　　　奈良市帯解地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　田中町自治会

　　　会長　

　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市帯解地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市帯解地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 218 － － 219 －



奈良市議案第１２７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市朱雀二丁目１２番地

　　　奈良市朱雀地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　朱雀地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市朱雀地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市朱雀地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 220 － － 221 －



奈良市議案第１２８号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市古市町９９番地の１

　　　奈良市東市地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　東市地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市東市地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市東市地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 220 － － 221 －



奈良市議案第１２９号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市左京五丁目４番地の１

　　　奈良市左京地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　左京地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市左京地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市左京地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 222 － － 223 －



奈良市議案第１３０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市百楽園四丁目１番２０－５号

　　　奈良市青和地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　青和地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市青和地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市青和地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 222 － － 223 －



奈良市議案第１３１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市法蓮町３９１番地の４

　　　奈良市佐保川地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　佐保川地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市佐保川地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市佐保川地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 224 － － 225 －



奈良市議案第１３２号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市西九条町二丁目２番地の４４

　　　奈良市辰市地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　辰市地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市辰市地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市辰市地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 224 － － 225 －



奈良市議案第１３３号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市月ヶ瀬月瀬３５６番地の２

　　　奈良市月瀬地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　月瀬自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市月瀬地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市月瀬地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 226 － － 227 －



奈良市議案第１３４号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市西大寺東町一丁目１番１５号

　　　奈良市西大寺北地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　西大寺北地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市西大寺北地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市西大寺北地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 226 － － 227 －



奈良市議案第１３５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市佐保台二丁目９０２番地の２３９

　　　奈良市佐保台地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　佐保台地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市佐保台地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市佐保台地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 228 － － 229 －



奈良市議案第１３６号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市四条大路五丁目２番４５号

　　　奈良市都跡地域ふれあい会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　都跡地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市都跡地域ふれあい会館の利用に関すること。

　⑵　奈良市都跡地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 228 － － 229 －



奈良市議案第１３７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市三条宮前町７番１号

　　　なら１００年会館駐車場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　東京都千代田区神田神保町二丁目４番地

　　　日本パーキング株式会社

　　　代表取締役　岡本　政彦

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　駐車場の供用に関すること。

　⑵　駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 230 － － 231 －



奈良市議案第１３８号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市阪原町２５番地の１

　　　奈良市青少年野外活動センター

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市阪原町１７２５番地

　　　特定非営利活動法人奈良地域の学び推進機構

　　　理事長　上中　信幸

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市青少年野外活動センター条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　奈良市青少年野外活動センターの使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　奈良市青少年野外活動センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。

－ 230 － － 231 －



奈良市議案第１３９号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市三条本町８番１号　

　　　奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場

　　奈良市三条本町１８番地の１

　　　奈良市営ＪＲ奈良駅第２駐車場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　東京都千代田区神田神保町二丁目４番地

　　　日本パーキング株式会社

　　　代表取締役　岡本　政彦

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　駐車場の供用に関すること。

　⑵　駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。

－ 232 － － 233 －



奈良市議案第１４０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市月ヶ瀬尾山２６８１番地

　　　梅の郷月ヶ瀬温泉

　　　月ヶ瀬温泉ふれあい市場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市月ヶ瀬尾山２６８４番地の１

　　　株式会社月ヶ瀬振興協会

　　　代表取締役　小西　伸秀

３　指定管理者の指定の期間

　　平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　梅の郷月ヶ瀬温泉の供用に関すること。

　⑵　奈良市特産品等直売施設条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑶　月ヶ瀬温泉ふれあい市場の利用制限に関すること。

　⑷　�梅の郷月ヶ瀬温泉及び月ヶ瀬温泉ふれあい市場の施設及び附属設備の維持管理に関

すること。

　⑸　その他市長が定めること。

－ 232 － － 233 －





履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　西　谷　　忠　雄

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　　　　　　　 　　

　　 　　

－ 234 － － 235 －



奈良市諮問第５号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成３０年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　堀
ほり

　　英
ひで

　則
のり

　　　　　　　　　　

－ 236 － － 237 －



履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　堀　　英　則

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　　　　　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

－ 236 － － 237 －


